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四 

三
の
当
該
移
送
に
対
す
る
不
服
申
立
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
療
審
査
会
に
お
い
て
審
査
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

当
該
移
送
に
対
す
る
不
服
審
査
請
求
に
係
る
審
査
は
も
と
よ
り
、
移
送
全
般
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の

第
一
四
五
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
、
本
年
六
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
、
以
下
「
法
律
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
以
下
質 

 
 

問
す
る
。 

三 

法
律
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
厚
生
省
令
で
定
め
る
事
項
」
に
は
当
該
移
送
が
行
わ
れ
る
者

の
権
利
と
し
て
、
当
該
移
送
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
明
記
さ
れ
、
ま
た
そ
の
手
続
き
等
に
つ
き

口
頭
並
び
に
書
面
で
本
人
及
び
家
族
等
に
告
知
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

一 

法
律
第
二
十
九
条
の
二
の
二
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
措
置
診
察
の
実
施
前
か
ら
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
措
置

診
察
後
す
な
わ
ち
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
指
定
医
の
診
察
の
結
果
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
の
か
。 

二 

一
に
お
い
て
、
措
置
診
察
後
か
ら
適
用
さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
、
一
次
診
察
後
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
二
次
診
察
後
、
す
な

わ
ち
知
事
の
指
定
す
る
二
人
以
上
の
指
定
医
の
診
察
の
結
果
が
一
致
し
た
後
か
ら
適
用
さ
れ
る
の
か
。 
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一 

 



 

 

二 

審
査
に
つ
い
て
も
、
法
律
第
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

五 
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
精
神
病
院
の
指
定
医
が
診
察
し
た
結
果
、
第

三
十
三
条
に
規
定
す
る
入
院
を
要
し
な
い
と
判
定
し
た
場
合
に
、
精
神
病
院
の
管
理
者
は
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
な
い
こ
と
が

で
き
る
と
解
さ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

右
質
問
す
る
。 


